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地区協会だより

食品衛生月間キャンペーン
　例年、街頭キャンペーンでお世話になってい
るアル・プラザ鯖江さんに加え、今年は越前町
織田メルシ店さんにもご協力いただきました。
キャンペーンでは店頭にのぼり旗を立て、ご来
店されたお客様へ啓発品を配布しました。
　「食中毒に気をつけてくださいね」「手洗いを
しっかりしてくださいね」と声をかけながら、
多くのお客様に食中毒予防を呼びかけることが
できました。

研修旅行
　今年の研修旅行では、富山県を訪れ
ました。
　訪問先の北陸コカ・コーラプロダク
ツ株式会社砺波工場では、製品製造工
程から、使用済みボトルのリサイクルに至るまで、環境に配慮
したサステナブルな取り組みを多角的に学ぶことができました。
　特に、大手企業として徹底した衛生管理や高度な品質管理体
制は大変興味深く、参加者一同、感銘を受けました。
　質疑応答の時間には、参加者から活発な質問が寄せられ、製
造現場の最前線にある知見を得る非常に有意義な視察となりま
した。

令和７年度 福井県食品衛生指導員大会
　令和 7 年 10 月 6 日（月）、福井新聞社風の森ホールにて福井県食
品衛生指導員大会が開催され、味真野部会の内田理事が体験発表をさ
れました。
　内田理事は、過去に食品衛生指導員を務めていた経験を活かし、現
在も指導員活動のお手伝いをされています。発表では「食の安全を守るために
も指導員活動は絶やしてはならない」とする一方で、指導員も営業者であり、
活動との両立に負担を感じることもあると問題点を指摘。自身のような経験者
をはじめとして「みんなで助け合いながら行う新しい指導員活動を模索していくことが必要ではないか」と
述べられました。

令和７年度レクレーション事業
　７年度は和紙の花のリース作りや、お醤油講座、巻き寿司教室を実施しました。協会にご加入の皆さんは、
それぞれの分野で専門的な知識や経験をお持ちです。レクレーションで
は会員様同士の交流を深めていただくだけではなく、新たな学びの場に
なったという嬉しい感想もいただいております。本年も継続して開催し
ていきますので、ぜひ皆様のご参加お待ちしております！

武生食品衛生協会公式
LINEはじめました‼

　LINE で簡単！
来所予約やお問
い合わせもでき
ま す。 ご 登 録 は
こちらのQRコー
ドから！（レクレーション情報
もこちらから確認できます）
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敦賀・美方支部【敦賀・美方食品衛生協会】

若狭支部【若狭食品衛生協会】
食品衛生月間事業
　若狭管内では、毎年各地区イベントなどにあわせて「食品衛生月間フェア」を行っています。食品衛生指導員、
協会役員の協力のもと、食中毒の起きやすい暑い時期に「食中毒予防啓発チラシ」、「うちわ・ひんやりシート・
マスク」などを配布し、食中毒予防を呼びかけました。
　7/31（木）小浜市で開催された『はまかぜ通り商店街　夜の市』にて、イベントに参加した子供やその家族
に食に関するクイズ、サイコロゲームなどで食中毒・感染予防の徹底について啓発し、参加者にお菓子を配布
しました。また、保健所職員
による手の汚れの検査を実施
し、手洗いの重要性も啓発し
ています。
　8/19（火）高浜町の地域
スーパー店頭で食中毒・感染
予防の徹底について啓発しま
した。

　8/24（日）若狭町で開催された
『あきんどまつり』にて、瓜割の滝
の清流と清涼を求めてイベントに
参加した老若男女へ食中毒・感染
予防の徹底について啓発しました。
今後も地域の食の安全確保のため、
食品衛生指導員、協会役員と協力
しながら食中毒予防の啓発に努め
ていきます。

地区協会だより

受賞おめでとうございます

　令和７年 11 月 26 日、敦賀きらめきみなと館において「食品衛生・環境衛生関係表彰式」が開催されました。
令和７年度 二州健康福祉センター所長・敦賀美方食品衛生協会長表彰

◆二州健康福祉センター所長表彰
　食品衛生功労者	 食品衛生優良施設
　面　　宏幸	 居酒屋きた川
　馬野　忠和	 敦賀マンテンホテル駅前
	 やそべ旅館
	 吉本旅館
◆敦賀・美方食品衛生協会長表彰
　食品衛生功労者	 食品衛生優良施設
　西島　由佳里	 梅郊園菓舗
	 SevenR
	 魚次
	 アルデーヌ　カナモリ

センター所長表彰 協会長表彰

会長就任あいさつ
敦賀・美方食品衛生協会長　宮村　秀美

　食品衛生協会の皆様には、日頃より当協会に対しまして、深いご理解ご協力を賜り厚く 
御礼申し上げます。
　この度、敦賀・美方食品衛生協会会長を務めさせて頂く事になりました。食品衛生協会の 
目的である「食の安全・安心」を確保するため、食品関係営業者及び消費者に広く食品衛生の 
啓発を協会員の皆様の御指導・御協力を仰ぎながら、今後更なる活動に対し精一杯職務に努
めてまいります。

（敬称略・掲載順不問）
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食品衛生ニュース

食品衛生に関する最新情報等

ノロウイルスによる食中毒が増加しています！

　全国において令和７年のノロウイルスによる食中毒は、令和６年に比べ、１８６件増（約６７％増）の４６２件発
生しました。また、福井県においても、令和７年は３件のノロウイルスによる食中毒が発生しました。

　ノロウイルスによる食中毒は、ウイルスに感染した食品取扱者を介して食品が汚染されたことが原因となっ
ているケースが多いとされています。今一度、以下の項目について施設でのノロウイルス対策が十分であるか
確認しましょう。

ウイルス性食中毒の予防４原則

1 持ち込まない
・�食品取扱者の健康管理は適切に実施できていますか？

ノロウイルスに感染していても、症状が出ない場合（不顕性感染）があります。食品取扱者本人だけ
でなく、必要に応じて同居人を含めた健康管理を行いましょう。

・�症状がある場合は、食品を直接取り扱う作業をしないなどの対策をとりましょう。

3 やっつける
・食品の加熱は十分にできていますか？

ノロウイルスの失活化には、中心温度が 85℃～ 90℃で 90 秒間以上の加熱が効果的です。

4 ひろげない
・施設や調理器具、トイレ等、適切に清掃（洗浄）・消毒を行っていますか？

ノロウイルスを完全に失活化するためには、消毒用エタノールではなく、次亜塩素酸ナトリウムなどを使
用する必要があります。

・�トイレに嘔吐物があった時などに、迅速かつ適切に処理できるような準備（消毒液、使い捨て手袋、マ
スク、ガウン等）をしておきましょう。ノロウイルスの失活化には、適切な塩素濃度が必要になります。
消毒液の作り置きはやめましょう。

2 つけない
・食品取扱者の手洗い方法や手洗いのタイミングは適切ですか？

・手洗い場には、共用のタオルではなく、ペーパータオルを配置しましょう。

〈ノロウイルスによる食中毒事件数〉 単位：件
R2 R3 R4 R5 R6 R7

全　国 99 72 63 163 276 462
福井県 ２ ０ １ ３ ３ ３
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食品衛生ニュース

アニサキスによる食中毒防止対策はできていますか？

　アニサキスによる食中毒は、全国で多く発生している食中毒であり、福井県においてもアニサキスによる食
中毒の発生が多くなっています。

　ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を実施し、アニサキスによる食中毒を防止できるよう、県ではアニサキス対策
用の衛生管理計画および記録様式の例をホームページにて公開しています。アニサキス対策が必須となる施設
におかれましては、必ず衛生管理計画にアニサキス対策の項目を加え、計画に基づく衛生管理を実施し、記録
することでアニサキスによる食中毒を防止しましょう！

ホームページ：アニサキス線虫による食中毒にご用心！（注意喚起）
　　　　　　　https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/iei/shokunoanzen/anisakis.html

〈アニサキスによる食中毒事件数〉 単位：件
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

全　国 328
（１位）

386
（１位）

344
（１位）

566
（１位）

432
（１位）

330
（１位）

277
（２位）

福井県 ２
（３位）

３
（１位）

２
（１位※）

11
（１位）

15
（１位）

５
（１位）

５
（１位）

※ ウエルシュ菌および植物性自然毒による食中毒についても２件ずつ発生しています。

現金による手数料納付が、原則、できなくなりました！

　令和７年３月 31 日をもって福井県証紙が廃止されたことに伴い、令和７年４月１日からは、これまで申請
窓口で行っていた福井県証紙による手数料納付（申請窓口での現金支払い）はできなくなりました。
　今後、食品営業許可申請（福井市除く）および各種免許（調理師、製菓衛生師、ふぐ処理師）の申請に関す
る手数料を納付する際には、原則、以下の方法により手数料を納付していただきますようお願いします。

（１）手数料納付システムによる納付
パソコンやスマートフォンを使って、インターネットから支払い手続きができます。
ＵＲＬ（https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/iei/tesuryo_shokuei.html）もしく
は右に示す二次元コードから申込を行うことで、コンビ二店舗での納付もしくはクレ
ジットカードによる納付が可能です。
申込手続き完了後、12 桁の申込番号が表示されます。申請する際には、12 桁の申込
番号を申請書に記載してください。

（２）キャッシュレス端末による納付
申請窓口にて、クレジットカード、電子マネー、各種コード決済を使用して納付することが可能です。

【注意】令和７年３月 31 日をもって、経過措置期間が終了しています！

（１）�令和７年４月１日以降、ふぐ処理登録者のまま業としてふぐを処理することはできません。
業としてふぐを処理する場合は、ふぐ処理師試験に合格し、ふぐ処理師の資格が必要と
なります。

（２）�令和７年４月１日以降、食品表示のアレルギー表示から「くるみ」が欠落している場合は、食品表示法違
反となります。再度、適切な表示になっているかご確認ください。
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食品衛生指導員活動
令和７年度福井県食品衛生指導員大会

　令和７年 10 月６日、福井新聞社風の森ホールにて福井県食品衛生指導員大会が開催さ
れました。
　指導員の体験発表などが行われたほか、鷲頭美央福井県副知事をお招きし、「活躍と両
立を支える地域へ　女性が輝く組織が福井の未来を創る」と題して講演いただきました。
　共働きの多い福井県で女性が抱える働き方や賃金、管理職の割合など県内の現状や課題
について説明され、働きやすい職場環境づくりや働く女性のキャリアアップを応援する為
に女性登用を積極的に進める企業を顕彰する制度「女性登用アワード」の実例などを紹介
されました。
　会場では参加者がメモを取りながら傾聴する姿が見られ、関心度の高さが伺えました。

令和８年度重点指導目標
「�HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の定着と
振り返り～合言葉は「五つ星」！　指導員の力で食品衛生～」

　本年も各支部の食品衛生指導員が皆様の営業所を巡回指導させてい
ただきます。食品衛生管理の点検や自主管理の取り組みについて確認を行います。引き続き、HACCP の考
え方を取り入れた衛生管理計画書の作成・記録を行いましょう。
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共　済　事　業
さらに
補償が
拡大!!

食協会員のみなさまであればどなたでも加入できます。万が一の事故や災害に備えて加入をおすすめしています。

厚生労働省認可共済 （総合食品賠償共済）あんしんフード君あんしんフード君

1

食中毒だけでなく、業務上の過失による事故（施設賠償）、お預かり品にかかわる事故（受託物賠償）を含め、食品等事業者のリスクをトータルに補償します。

オールインワンで安心補償！ ●食中毒
●異物混入等

●従業員の過失
●施設の欠陥等

●店内の漏水で
階下の施設を汚損

●お預かり品に
　関わる損害

●店舗内で
　食事中に盗難

生産物賠償リスク+　  施設リスク　 + 　  漏水リスク　 +   受託物リスク　 +  携帯品リスク

3 事故発生後のこんな
費用も補償

★事故現場の保存・取り片付けに要する費用
★�感染症発生時の施設内の消毒費用のほか、
　トコジラミ被害発生に伴う駆除費用・消毒費用 
★�身体被害が発生した、または発生のおそれがある場合のリコール補償 
★�ノロウィルス発生時の被害者への治療費・見舞金
★�納入先からの不良完成品に関わる賠償請求についても補償 
★�事故発生後のお詫び広告費用
★�事故発生時の代金返還費用（旅館以外）

2 年間掛金
8,500円 １億円➡︎納得の掛金で安心補償

※年間売上高 3,000 万円以下の飲食店の場合

営業種 基本掛金（年間） 休業補償特約掛金（年間）

飲食店 8,500円 900円

喫茶店 6,500円 900円

仕出し・弁当、移動販売 11,000円 3,700円

食料品販売業 3,500円 100円

食品製造業 5,500円 200円

旅館営業 総床面積（㎡）×23円 1,300円

あんしんフード君新規ご加入キャンペーン開催中！あんしんフード君新規ご加入キャンペーン開催中！
（期間：令和８年４月１日～令和９年２月末日）（期間：令和８年４月１日～令和９年２月末日）

　食品衛生協会では期間中、あんしんフード君・スーパーあんしんフード君に新規ご加入された方を対
象に、初年度掛金の一部をキャッシュバックしています。 ( ※ ( 公社 ) 福井県食品衛生協会を除く )　
　食品営業賠償共済に未加入の事業者様は、是非この機会に検討ください！
※キャンペーン内容は各協会で異なります。詳細は各協会へお問合せください。

（各協会の連絡先は 12 ｐの地区協会のご案内をご覧ください。）
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会員の広場

　福井県は餅の消費量が全国トップクラスであることを皆さんは知っていましたか？

　総務省発表の 2025 年家計調査では福井県福井市が餅の支出額１位に輝きました。

　福井県では仏事の伝承が根付いており、年中行事、お祝い事などにお餅が用いられます。このように生活

に密着した餅文化を来県者へＰＲ、県民に再認識していただくことを目的に福井県菓子工業組合が実行委員

会を立ち上げ、「幸せもちもち満腹祭」と題し 2020 年より開催しています。

　令和７年 11 月 29、30 日に福井市のハピテラスで「幸せもちもち満腹祭 2025」が開催され、来場者は餅

の食べ比べなどを通じて福井の餅文化に触れ、理解を深めました。北陸新幹線の敦賀開業から１年の今回は

約１万２千人が来場し賑わいを見せました。

　会場の入り口に菓祖神「田道間守命」を祀り、周りに四季の餅がお供えされるほか、福井県護国神社でお

祓いを受けたもち米で製造された「幸福祈願餅」の販売も行われました。

　県内の店舗・団体による販売コーナーが設けられ、各店自慢の商品が並びました。実演販売ではつきたて

の餅をきなこ、おろし、ぜんざい、雑煮で味わうことができ、買い求める方で長蛇の列に。つきたての餅な

らではのやわらかく滑らかな舌触りに加え、お米の甘味が口の中で広がり、絶品です。つきたての餅やあべ

かわの食べ比べセットを家族や友人と分け合って堪能し、笑みを浮かべる姿が多く見られました。

　老若男女から愛され、福井が誇る餅文化。イベントを通じて県内外問わず福井の餅文化を発信していきた

いですね。

福井の定番

　おろしもち！

～福井の餅文化を再認識・発信～福井の餅文化を再認識・発信
「幸せもちもち満腹祭 2025」開催～「幸せもちもち満腹祭 2025」開催～
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地　区　協　会　名 〒 所　在　地 電　話

（公社）福井県食品衛生協会 910-0003 福井市松本 3丁目 16-10 福 井 県 職 員 会 館 ３ 階 0776-28-3788

福 井 食 品 衛 生 協 会 918-8540 福井市西木田 2丁目 8-8 福井県福井健康福祉センター内
0776-36-1116
080-2962-7251
（協会直通）

坂 井 食 品 衛 生 協 会 919-0632 あわら市春宮 2-21-17 福井県坂井健康福祉センター内 0776-73-0601

奥 越 保 健 協 会 912-0084 大野市天神町 1-1 福井県奥越健康福祉センター内 0779-66-2076

鯖 江 食 品 衛 生 協 会 916-0022 鯖江市水落町 1-2-25 福井県丹南健康福祉センター内 0778-51-0034

武 生 食 品 衛 生 協 会 915-0882 越前市上太田町 41-5 南 越 合 同 庁 舎 １ 階 0778-22-4135

敦賀・美方食品衛生協会 914-0057 敦賀市開町 6-5 福井県二州健康福祉センター内 0770-22-3747

若 狭 食 品 衛 生 協 会 917-0073 小浜市四谷町 3-10 福井県若狭健康福祉センター内 0770-52-1300

※各地区協会と併設して（公社）福井県食品衛生協会の各支部が設置されております。

令和８年度 食品衛生責任者養成講習会のご案内
　施設ごとに設置が義務づけられている「食品衛生責任者」の資格を得るための講習会を知事の認定により実
施しています。この講習会は、オンラインで講義動画の視聴とテストを受ける【e ラーニング方式】と、【会場
集合型】で受講する方法があり、どちらかを選択することができます。

令和８年度 調理師試験予備講習会のご案内

地区協会のご案内

調理師試験受験者のための講習会を実施しています。

※講習日程や会場が変更になる場合がありますので、最新の情報については当ホームページをご覧ください。
※調理師試験等については、公益社団法人調理技術技能センターのホームページをご覧ください。
　https://www.chouri-ggc.or.jp/

【eラーニング方式】 受講料 10,000 円（協会員・一般）

　※定員制限はなく 365 日 24 時間いつでも申込・受講が可能です。

【会場集合型】 受講料 協会員 6,000 円　　　一般 13,000 円

　※受講の申込は各地区協会で受け付けております。各会場定員になり次第締め切らせていただきます。
　※講習日程や会場が変更になる場合がありますので、最新の情報については当ホームページをご覧ください。

日　　時 令和８年９月８日（火）～９月　９日（水） 会　　場 サンドーム福井「小ホール」（予定）
申込期間 令和８年７月６日（月）～７月１０日（金） 受 講 料 19,000 円

場所：福井県産業会館「本館展示場」　定員 130名
開　催　日 申込期間

第１回 令和８年　６月　４日（木） 令和８年　４月１３日（月）～　4 月１７日（金）
第２回 令和８年　８月２７日（木） 令和８年　７月　６日（月）～　７月１０日（金）
第３回 令和８年１１月２５日（水） 令和８年１０月　５日（月）～１０月　９日（金）
第４回 令和９年　３月１０日（水） 令和９年　２月　１日（月）～　２月　５日（金）

《受講資格》
福井県内の飲食店や食品製造業等の施設に勤務
している方、または福井県内在住者。（学生含む）

詳細をご確認のうえ、当ホームページより
お申し込みください。

公益社団法人福井県食品衛生協会
https://www.fukui-syoku.jp/

パソコンから
簡単にお申し込み！ 全ての講座を

修了しました！

速やかに
ご自身で
修了証を印刷

受講可能期間：30日間
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